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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ゲームを遊ぶ複数のユーザが各々使用する複数の情報処理端末と電気通信回線を介して通
信可能であり、また、ユーザに対して商品または役務を販売または貸与する電子商取引サ
イトのサーバと電気通信回線を介して通信可能であるシステムであって、
各ユーザが保有しているゲーム用ポイントを当該ユーザを識別するユーザ識別子に関連づ
けて記憶するポイント記憶部と、
前記情報処理端末から送信される、当該情報処理端末のユーザが保有しているゲーム用ポ
イントを前記電子商取引サイトにおいて商品または役務の対価として利用できる兌換ポイ
ントに交換したい旨を表す情報であって、交換するゲーム用ポイントの量及び兌換ポイン
トの交付先を含む交換要求を受信する交換要求受信部と、
前記交換要求に基づき、前記電子商取引サイトにおける前記兌換ポイントの交付を求める
旨を表す情報であって、交換するゲーム用ポイントの量に相当した兌換ポイントの量及び
兌換ポイントの交付先を含む交付要求を前記電子商取引サイトのサーバに向けて送信する
交付要求送信部と、
前記交換要求に基づき、前記ユーザが保有しているゲーム用ポイントから交換するゲーム
用ポイントを減算した結果を当該ユーザを識別するユーザ識別子に関連づけて前記ポイン
ト記憶部に書き込む交換時ポイント更新部と、
前記ゲーム用ポイントを前記兌換ポイントに交換する処理を行ったことを前記情報処理端
末上で画面表示させるための交換告知情報を当該情報処理端末に向けて返信する交換告知
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情報送信部と
を具備してなるゲーム用ポイント管理システム。
【請求項２】
前記ゲーム用ポイントと交換する原資であり、ゲーム用ポイントの運営管理者が前記電子
商取引サイトから予め購入しておく兌換ポイントの量を含む予納要求を前記電子商取引サ
イトのサーバに向けて送信する予納要求送信部をさらに具備する請求項１記載のゲーム用
ポイント管理システム。
【請求項３】
複数の電子商取引サイトのサーバと電気通信回線を介して通信可能であって、
前記交換要求受信部は、前記情報処理端末のユーザが選択した、何れの電子商取引サイト
の兌換ポイントと交換するのかを指定する情報をも受信し、
前記交付要求送信部は、前記情報処理端末のユーザが選択した電子商取引サイトのサーバ
に向けて前記交付要求を送信する請求項１または２記載のゲーム用ポイント管理システム
。
【請求項４】
前記情報処理端末から送信される、各ユーザが保有しているゲーム用ポイントの多寡に応
じたランキング情報を閲覧したい旨を表すランキング要求を受信するランキング要求受信
部と、
前記ランキング要求に基づき、前記ポイント記憶部に記憶している複数のユーザの保有す
るゲーム用ポイントの量を前記情報処理端末上で画面表示させるためのランキング情報を
当該情報処理端末に向けて返信するランキング情報送信部と
をさらに具備する請求項１、２または３記載のゲーム用ポイント管理システム。
【請求項５】
ユーザがゲーム用ポイントを購入する際の代金を収受する収受会社のサーバと電気通信回
線を介して通信可能であって、
前記情報処理端末から送信される、当該情報処理端末のユーザがゲーム用ポイントを購入
したい旨を表す情報であって、購入するゲーム用ポイントの量を含む購入要求を受信する
購入要求受信部と、
前記購入要求に基づき、ユーザからの代金の収受を求める旨を表す情報であって、購入す
るゲーム用ポイントの量に相当した代金額を含む収受要求を前記収受会社のサーバに向け
て送信する収受要求送信部と、
前記購入要求に基づき、前記ユーザが保有しているゲーム用ポイントに新たに購入したゲ
ーム用ポイントを加算した結果を当該ユーザを識別するユーザ識別子に関連づけて前記ポ
イント記憶部に書き込む購入時ポイント更新部と、
前記ゲーム用ポイントを購入する処理を行ったことを前記情報処理端末上で画面表示させ
るための購入告知情報を当該情報処理端末に向けて返信する購入告知情報送信部と
をさらに具備する請求項１、２、３または４記載のゲーム用ポイント管理システム。
【請求項６】
複数の収受会社サイトのサーバと電気通信回線を介して通信可能であって、
前記購入要求受信部は、前記情報処理端末のユーザが選択した、何れの収受会社を介して
代金の収受を行うのかを指定する情報をも受信し、
前記収受要求送信部は、前記情報処理端末のユーザが選択した収受会社のサーバに向けて
前記収受要求を送信する請求項５記載のゲーム用ポイント管理システム。
【請求項７】
前記購入時ポイント更新部は、ユーザがゲーム用ポイントを購入した履歴または直近の所
定期間内にゲーム用ポイントを購入した量の情報をも当該ユーザを識別するユーザ識別子
に関連づけて前記ポイント記憶部に書き込むものであり、
前記購入要求を受信したときに、前記ポイント記憶部に記憶している情報を参照して、購
入要求をもたらしたユーザによるゲーム用ポイントの購入量が直近の所定期間内において
所定の閾値を上回るかどうかを判定する購入上限判定部をさらに具備し、
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前記購入上限判定部にて前記購入量が直近の所定期間内において前記閾値を上回ると判定
した場合には、前記収受要求送信部が前記収受要求を送信せず、前記購入時ポイント更新
部がゲーム用ポイントを加算せず、並びに、前記購入告知送信部が前記ゲーム用ポイント
を購入する処理を行わなかったことを前記情報処理端末上で画面表示させるための非購入
告知情報を当該情報処理端末に向けて返信する請求項５または６記載のゲーム用ポイント
管理システム。
【請求項８】
請求項１、２、３、４、５、６または７記載のゲーム用ポイント管理システムを構成する
ために用いられるものであって、コンピュータを、
各ユーザが保有しているゲーム用ポイントを当該ユーザを識別するユーザ識別子に関連づ
けて記憶するポイント記憶部、
前記情報処理端末から送信される、当該情報処理端末のユーザが保有しているゲーム用ポ
イントを前記電子商取引サイトにおいて商品または役務の対価として利用できる兌換ポイ
ントに交換したい旨を表す情報であって、交換するゲーム用ポイントの量及び兌換ポイン
トの交付先を含む交換要求を受信する交換要求受信部、
前記交換要求に基づき、前記電子商取引サイトにおける前記兌換ポイントの交付を求める
旨を表す情報であって、交換するゲーム用ポイントの量に相当した兌換ポイントの量及び
兌換ポイントの交付先を含む交付要求を前記電子商取引サイトのサーバに向けて送信する
交付要求送信部、
前記交換要求に基づき、前記ユーザが保有しているゲーム用ポイントから交換するゲーム
用ポイントを減算した結果を当該ユーザを識別するユーザ識別子に関連づけて前記ポイン
ト記憶部に書き込む交換時ポイント更新部、並びに、
前記ゲーム用ポイントを前記兌換ポイントに交換する処理を行ったことを前記情報処理端
末上で画面表示させるための交換告知情報を当該情報処理端末に向けて返信する交換告知
情報送信部
として機能させるプログラム。
【請求項９】
さらに、コンピュータを、
前記ゲーム用ポイントと交換する原資であり、ゲーム用ポイントの運営管理者が前記電子
商取引サイトから予め購入しておく兌換ポイントの量を含む予納要求を前記電子商取引サ
イトのサーバに向けて送信する予納要求送信部としても機能させる請求項８記載のプログ
ラム。
【請求項１０】
前記交換要求受信部は、前記情報処理端末のユーザが選択した、何れの電子商取引サイト
の兌換ポイントと交換するのかを指定する情報をも受信し、
前記交付要求送信部は、前記情報処理端末のユーザが選択した電子商取引サイトのサーバ
に向けて前記交付要求を送信する請求項８または９記載のプログラム。
【請求項１１】
さらに、コンピュータを、
前記情報処理端末から送信される、各ユーザが保有しているゲーム用ポイントの多寡に応
じたランキング情報を閲覧したい旨を表すランキング要求を受信するランキング要求受信
部、並びに、
前記ランキング要求に基づき、前記ポイント記憶部に記憶している複数のユーザの保有す
るゲーム用ポイントの量を前記情報処理端末上で画面表示させるためのランキング情報を
当該情報処理端末に向けて返信するランキング情報送信部
としても機能させる請求項８、９または１０記載のプログラム。
【請求項１２】
さらに、コンピュータを、
前記情報処理端末から送信される、当該情報処理端末のユーザがゲーム用ポイントを購入
したい旨を表す情報であって、購入するゲーム用ポイントの量を含む購入要求を受信する
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購入要求受信部、
前記購入要求に基づき、ユーザからの代金の収受を求める旨を表す情報であって、購入す
るゲーム用ポイントの量に相当した代金額を含む収受要求を前記収受会社のサーバに向け
て送信する収受要求送信部、
前記購入要求に基づき、前記ユーザが保有しているゲーム用ポイントに新たに購入したゲ
ーム用ポイントを加算した結果を当該ユーザを識別するユーザ識別子に関連づけて前記ポ
イント記憶部に書き込む購入時ポイント更新部、並びに、
前記ゲーム用ポイントを購入する処理を行ったことを前記情報処理端末上で画面表示させ
るための購入告知情報を当該情報処理端末に向けて返信する購入告知情報送信部
としても機能させる請求項８、９、１０または１１記載のプログラム。
【請求項１３】
前記購入要求受信部は、前記情報処理端末のユーザが選択した、何れの収受会社を介して
代金の収受を行うのかを指定する情報をも受信し、
前記収受要求送信部は、前記情報処理端末のユーザが選択した収受会社のサーバに向けて
前記収受要求を送信する請求項１２記載のプログラム。
【請求項１４】
前記購入時ポイント更新部は、ユーザがゲーム用ポイントを購入した履歴または直近の所
定期間内にゲーム用ポイントを購入した量の情報をも当該ユーザを識別するユーザ識別子
に関連づけて前記ポイント記憶部に書き込むものであり、
さらに、コンピュータを、前記購入要求を受信したときに、前記ポイント記憶部に記憶し
ている情報を参照して、購入要求をもたらしたユーザによるゲーム用ポイントの購入量が
直近の所定期間内において所定の閾値を上回るかどうかを判定する購入上限判定部として
も機能させ、
前記購入上限判定部にて前記購入量が直近の所定期間内において前記閾値を上回ると判定
した場合には、前記収受要求送信部が前記収受要求を送信せず、前記購入時ポイント更新
部がゲーム用ポイントを加算せず、並びに、前記購入告知送信部が前記ゲーム用ポイント
を購入する処理を行わなかったことを前記情報処理端末上で画面表示させるための非購入
告知情報を当該情報処理端末に向けて返信する請求項１２または１３記載のプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク経由で提供されるゲームに用いられるゲーム用ポイントを管理
するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話端末やパーソナルコンピュータ等のユーザに対し、各種のゲーム（ギャンブル
ゲーム、テーブルゲームや、パズルゲーム、アクションゲーム、ロールプレイングゲーム
等）をネットワーク経由で提供することが既に行われている（例えば、下記先行技術文献
を参照）。この種のサービスは、若者層を中心に多数のユーザを獲得している。
【０００３】
　ユーザに提供されるゲームの中には、無料のものもあれば有料のものもある。通常は、
有料のゲームを遊ぶユーザが、予めゲーム用ポイントを購入、そのゲーム用ポイントをゲ
ーム内で消費する、という態様をとることが多い。ゲームによっては、あるユーザと他の
ユーザとの対戦の結果としてゲーム用ポイントがユーザ間を移動したり、または、あるユ
ーザが他のユーザにゲーム用ポイントをプレゼントしたりすることが可能となっている。
【０００４】
　その一方、ゲームの中で獲得したゲーム用ポイントは、あくまでもそのゲームの中での
み消費できるに過ぎないことが専らである。従って、ユーザが仮に多くのゲーム用ポイン
トを勝ち得たとしても、それはせいぜいユーザの名誉心を満足させる程度の効用しかもた
らさない。つまり、ゲーム用ポイントの存在がゲームサービスの魅力向上に必ずしも寄与
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していなかった。
【０００５】
　また、ネットワーク経由で提供されるゲームに、現実世界で価値のある景品の楽しみを
付加したい、あるいは、“お得意様”のユーザに対して何らかの還元を行いたい、という
ということも考えられる。しかしながら、ゲーム用ポイントを利用してこれらを実現しよ
うとしたサービスは、これまで存在していなかった。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】ＮＨＮ　Ｊａｐａｎ株式会社、“ハンゲーム”、［ｏｎｌｉｎｅ］、［
平成２２年２月４日検索］、インターネット＜ＵＲＬ　http://www.hangame.co.jp/＞
【非特許文献２】株式会社ゲームスポット、“スカッとゴルフ　パンヤ”、［ｏｎｌｉｎ
ｅ］、［平成２２年２月４日検索］、インターネット＜ＵＲＬ　http://www.pangya.jp/
＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、ゲーム用ポイントの全く新たな活用法を提案し、ネットワーク経由で各種ゲ
ームを提供するサービスに新たな付加価値を与えることを所期の目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明では、ゲームを遊ぶ複数のユーザが各々使用する複数の情報処理端末と電気通信
回線を介して通信可能であり、また、ユーザに対して商品または役務を販売または貸与す
る電子商取引サイトのサーバと電気通信回線を介して通信可能であるシステムであって、
各ユーザが保有しているゲーム用ポイントを当該ユーザを識別するユーザ識別子に関連づ
けて記憶するポイント記憶部と、前記情報処理端末から送信される、当該情報処理端末の
ユーザが保有しているゲーム用ポイントを前記電子商取引サイトにおいて商品または役務
の対価として利用できる兌換ポイントに交換したい旨を表す情報であって、交換するゲー
ム用ポイントの量及び兌換ポイントの交付先を含む交換要求を受信する交換要求受信部と
、前記交換要求に基づき、前記電子商取引サイトにおける前記兌換ポイントの交付を求め
る旨を表す情報であって、交換するゲーム用ポイントの量に相当した兌換ポイントの量及
び兌換ポイントの交付先を含む交付要求を前記電子商取引サイトのサーバに向けて送信す
る交付要求送信部と、前記交換要求に基づき、前記ユーザが保有しているゲーム用ポイン
トから交換するゲーム用ポイントを減算した結果を当該ユーザを識別するユーザ識別子に
関連づけて前記ポイント記憶部に書き込む交換時ポイント更新部と、前記ゲーム用ポイン
トを前記兌換ポイントに交換する処理を行ったことを前記情報処理端末上で画面表示させ
るための交換告知情報を当該情報処理端末に向けて返信する交換告知情報送信部とを具備
してなるゲーム用ポイント管理システムを構成した。
【０００９】
　本ゲーム用ポイント管理システムによれば、各ユーザが獲得したゲーム用ポイントと、
現実世界で価値のある景品即ち電子商取引サイトにおいて利用できる兌換ポイントとの交
換を実現することが可能となる。また、“お得意様”のユーザにゲーム用ポイントを還元
することを通じて、より多くのユーザにゲームを繰り返し長く遊んでもらうよう図ること
も可能となる。
【００１０】
　ゲーム用ポイントの運営管理者が、前記ゲーム用ポイントと交換する原資として、前記
兌換ポイントを前記電子商取引サイトから予め購入しておく必要があるのであれば、その
購入するべき兌換ポイントの量を含む予納要求を前記電子商取引サイトのサーバに向けて
送信する予納要求送信部をさらに具備するシステムとすることが好ましい。
【００１１】
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　複数の電子商取引サイトのサーバと電気通信回線を介して通信可能であって、前記交換
要求受信部は、前記情報処理端末のユーザが選択した、何れの電子商取引サイトの兌換ポ
イントと交換するのかを指定する情報をも受信し、前記交付要求送信部は、前記情報処理
端末のユーザが選択した電子商取引サイトのサーバに向けて前記交付要求を送信するシス
テムとすれば、ユーザの保有するゲーム用ポイントを、ユーザの所望する電子商取引サイ
トの兌換ポイントと交換することが可能になり、一層ユーザベネフィットが増す。
【００１２】
　前記情報処理端末から送信される、各ユーザが保有しているゲーム用ポイントの多寡に
応じたランキング情報を閲覧したい旨を表すランキング要求を受信するランキング要求受
信部と、前記ランキング要求に基づき、前記ポイント記憶部に記憶している複数のユーザ
の保有するゲーム用ポイントの量を前記情報処理端末上で画面表示させるためのランキン
グ情報を当該情報処理端末に向けて返信するランキング情報送信部とをさらに具備するシ
ステムとすれば、各ユーザ間のゲーム用ポイント獲得競争を盛り上げることができる。ま
た、より多くのゲーム用ポイントを保有しているユーザがランキングの上位に表示される
ものとすれば、ユーザがゲーム用ポイントを兌換ポイントに交換せず保有し続けておくイ
ンセンティブを高めることにもつながる。
【００１３】
　ゲーム用ポイントは、ゲームを遊ぶ各ユーザが各々購入するものである。ユーザによる
ゲーム用ポイントの購入申し込みを円滑に受け付けられるようにするためには、ユーザが
ゲーム用ポイントを購入する際の代金を収受する収受会社のサーバと電気通信回線を介し
て通信可能なシステムとし、前記情報処理端末から送信される、当該情報処理端末のユー
ザがゲーム用ポイントを購入したい旨を表す情報であって、購入するゲーム用ポイントの
量を含む購入要求を受信する購入要求受信部と、前記購入要求に基づき、ユーザからの代
金の収受を求める旨を表す情報であって、購入するゲーム用ポイントの量に相当した代金
額を含む収受要求を前記収受会社のサーバに向けて送信する収受要求送信部と、前記購入
要求に基づき、前記ユーザが保有しているゲーム用ポイントに新たに購入したゲーム用ポ
イントを加算した結果を当該ユーザを識別するユーザ識別子に関連づけて前記ポイント記
憶部に書き込む購入時ポイント更新部と、前記ゲーム用ポイントを購入する処理を行った
ことを前記情報処理端末上で画面表示させるための購入告知情報を当該情報処理端末に向
けて返信する購入告知情報送信部とをさらに具備するものとすることが好ましい。
【００１４】
　複数の収受会社サイトのサーバと電気通信回線を介して通信可能であって、前記購入要
求受信部は、前記情報処理端末のユーザが選択した、何れの収受会社を介して代金の収受
を行うのかを指定する情報をも受信し、前記収受要求送信部は、前記情報処理端末のユー
ザが選択した収受会社のサーバに向けて前記収受要求を送信するシステムとすれば、ユー
ザの所望する収受会社を介してゲーム用ポイントの購入代金の払い込みを行うことが可能
となるので、ユーザの利便性が高まる。
【００１５】
　前記購入時ポイント更新部は、ユーザがゲーム用ポイントを購入した履歴または直近の
所定期間内にゲーム用ポイントを購入した量の情報をも当該ユーザを識別するユーザ識別
子に関連づけて前記ポイント記憶部に書き込むものであり、前記購入要求を受信したとき
に、前記ポイント記憶部に記憶している情報を参照して、購入要求をもたらしたユーザに
よるゲーム用ポイントの購入量が直近の所定期間内において所定の閾値を上回るかどうか
を判定する購入上限判定部をさらに具備し、前記購入上限判定部にて前記購入量が直近の
所定期間内において前記閾値を上回ると判定した場合には、前記収受要求送信部が前記収
受要求を送信せず、前記購入時ポイント更新部がゲーム用ポイントを加算せず、並びに、
前記購入告知送信部が前記ゲーム用ポイントを購入する処理を行わなかったことを前記情
報処理端末上で画面表示させるための非購入告知情報を当該情報処理端末に向けて返信す
るシステムとすれば、ユーザがゲーム用ポイントを過剰に購入し過剰に消費してしまうこ
とを予防できる。
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【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ゲーム用ポイントの全く新たな活用法を提案でき、ネットワーク経由
で各種ゲームを提供するサービスに新たな付加価値を与えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態のゲーム用ポイント管理システムの全体概要を示す図。
【図２】同実施形態における情報処理サーバのハードウェア資源構成図。
【図３】同実施形態における情報処理端末のハードウェア資源構成図。
【図４】情報処理サーバの機能ブロック図。
【図５】ポイント記憶部に記憶している情報を例示する図。
【図６】ポイント記憶部に記憶している情報を例示する図。
【図７】情報処理サーバがプログラムに従い実行する処理の手順例を示すフロー図。
【図８】情報処理サーバの機能ブロック図。
【図９】情報処理端末上で画面表示させるゲーム画像または映像を例示する図。
【図１０】情報処理端末上で画面表示させるゲーム画像または映像を例示する図。
【図１１】情報処理端末上で画面表示させるゲーム画像または映像（特に、ユーザが獲得
したゲーム用ポイントの量）を例示する図。
【図１２】情報処理端末上で画面表示させるランキング情報を例示する図。
【図１３】情報処理サーバの機能ブロック図。
【図１４】予納記憶部に記憶している情報を例示する図。
【図１５】情報処理サーバがプログラムに従い実行する処理の手順例を示すフロー図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。はじめに、本実施形態のゲーム用ポ
イント管理システムの全体構成を概説する。図１に示すように、本ゲーム用ポイント管理
システムは、「エンジョイコイン」と呼称するゲーム用ポイントを運営管理する者が所管
する情報処理サーバ１を中核とし、この情報処理サーバ１を、各ユーザが使用する情報処
理端末２、各電子商取引サイトが運用するＥＣサーバ３、及び、各収受会社が運用する決
済サーバ４のそれぞれと、電気通信回線（携帯電話網、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａ
ｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）網、インターネット、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等）を介して通
信可能に接続して構築される。
【００１９】
　情報処理サーバ１は、既知のサーバコンピュータ、パーソナルコンピュータ、ワークス
テーション等の如きものである。図２に示すように、情報処理サーバ１は、プロセッサ１
ａ、メインメモリ１ｂ、補助記憶デバイス１ｃ、表示制御デバイス１ｄ、ディスプレイ１
ｅ、操作入力デバイス１ｆ、通信インタフェース１ｇ等のハードウェア資源を備え、これ
らがコントローラ（システムコントローラ、Ｉ／Ｏコントローラ等）１ｈにより制御され
て連携動作するものである。
【００２０】
　補助記憶デバイス１ｃは、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリ、光ディスクド
ライブ、その他である。表示制御デバイス１ｄは、プロセッサ１ａより受けた描画指示を
もとに表示させるべき画像データを生成してディスプレイ１ｅに向けて送出するビデオチ
ップ（グラフィクスプロセッサ）、画像データ等を一時的に格納しておくビデオメモリ等
を要素とする。操作入力デバイス１ｆは、手指で操作可能な押下ボタン、キーボードや、
マウス、トラックパッド、タッチパネル等のポインティングデバイスである。通信インタ
フェース１ｇは、電気通信回線を介した情報通信を行うためのデバイスであり、ＮＩＣ（
Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｃａｒｄ）や無線ＬＡＮトランシーバ等に代表さ
れるが、これら以外にＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、ＩＥＥＥ
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１３９４等のインタフェースを採用することもできる。
【００２１】
　通常、プロセッサ１ａによって実行されるべきプログラムが補助記憶デバイス１ｃに格
納されており、プログラムの実行の際には補助記憶デバイス１ｃからメインメモリ１ｂに
読み込まれ、プロセッサ１ａによって解読される。本実施形態では、既知のＯＳ（Ｏｐｅ
ｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）プログラムやこれに付帯する各種デバイスドライバプログ
ラムが予めインストールされ、他のプログラムによる上記ハードウェア資源の利用を仲介
する。その上で、本発明に係るゲーム用ポイント管理システムを構成するために必要とな
るプログラム（ウェブサーバプログラム、電子メールサーバプログラム等を含むことがあ
る）がインストールされている。
【００２２】
　ユーザが使用する情報処理端末２は、携帯電話端末、ＰＨＳ端末、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、パーソナルコンピュータ等である。図
３に示すように、情報処理端末２は、プロセッサ２ａ、メインメモリ２ｂ、補助記憶デバ
イス２ｃ、表示制御デバイス２ｄ、ディスプレイ２ｅ、操作入力デバイス２ｆ、通信イン
タフェース２ｇ等のハードウェア資源を備え、これらがコントローラ２ｈにより制御され
て連携動作するものである。通信インタフェース２ｇは、情報処理端末２が携帯電話端末
またはＰＨＳ端末である場合、携帯電話網またはＰＨＳ網に無線接続するためのデバイス
となる。
【００２３】
　通常、プロセッサ２ａによって実行されるべきプログラムが補助記憶デバイス２ｃに格
納されており、プログラムの実行の際には補助記憶デバイス２ｃからメインメモリ２ｂに
読み込まれ、プロセッサ２ａによって解読される。このコンピュータには、既知のＯＳプ
ログラムやこれに付帯する各種デバイスドライバプログラムが予めインストールされ、他
のプログラムによる上記ハードウェア資源の利用を仲介する。並びに、ゲームを遊ぶため
に必要となるアプリケーションプログラム、ウェブブラウザプログラム、電子メールクラ
イアントプログラム等がインストールされている。
【００２４】
　ＥＣサーバ３は、既存の電子商取引サイトの運営管理者が設立した所与のものであり、
そのハードウェア資源構成は情報処理サーバ１に準ずる。一般に、ＥＣサーバ３は、顧客
となるユーザから商品または役務の購入注文等を電気通信回線経由で受け取り、その商品
または役務のユーザへの提供及び購入代金等の収受に必要となる処理を実行する。ＥＣサ
ーバ３は、顧客となるユーザのアカウントを管理しており、特に、各ユーザが保有してい
る兌換ポイントを、当該ユーザを識別するユーザ識別子（兌換ポイントの口座番号、会員
番号等）に関連づけて記憶している。兌換ポイントは、ユーザが電子商取引サイトで商品
または役務の購入等を行う都度、電子商取引サイトの運営管理者から還元付与されるもの
で、当該電子商取引サイトにおいて商品または役務の対価として（典型的には、１兌換ポ
イント＝１円として）利用することができる。
【００２５】
　決済サーバ４は、ゲーム用ポイントの購入代金等を収受する既存の収受会社、例えばク
レジットカード会社や電子マネーシステムの運営会社等が設立した所与のものであり、そ
のハードウェア資源構成は情報処理サーバ１に準ずる。一般に、決済サーバ４は、ユーザ
から代金を収受することを希望する事業者、ここではゲーム用ポイントの運営管理者から
もたらされる決済依頼（後述する収受要求はこれに該当する）を電気通信回線経由で受け
取り、ユーザからの代金収受に必要となる処理を実行、その処理が適正に完了した場合に
前記事業者に向けて決済完了通知を返信する。
【００２６】
　幾つかのフェーズに分けて、本ゲーム用ポイント管理システムの主体となる情報処理サ
ーバ１の動作を詳述する。そのあらましは、
［フェーズ１］ゲーム用ポイントの購入処理
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［フェーズ２］ゲームの処理及びランキング表示処理
［フェーズ３］ゲーム用ポイントの交換処理
である。
【００２７】
　［フェーズ１］フェーズ１では、ユーザによるゲーム用ポイントの購入行為に関する処
理を行う。フェーズ１での情報処理サーバ１は、プログラムに従い、上記ハードウェア資
源を作動して、図４に示すポイント記憶部１０１、購入要求受信部１０２、購入上限判定
部１０３、収受要求送信部１０４、購入時ポイント更新部１０５、購入告知情報送信部１
０６としての機能を発揮する。
【００２８】
　ポイント記憶部１０１は、メインメモリ１ｂまたは補助記憶デバイス１ｃの所要の記憶
領域を利用して、各ユーザが保有しているゲーム用ポイントを当該ユーザを識別するユー
ザ識別子（会員番号等）に関連づけて記憶する。ゲーム用ポイントは、ゲーム用ポイント
の運営管理者が開設したゲームサービス提供サイトにおいて、ゲームを遊ぶ際に消費され
る。また、遊んだゲームの結果に応じ、ユーザ間で移動が発生し得る。即ち、ギャンブル
ゲーム等において当選しなかった者から当選した者にゲーム用ポイントが移動したり、テ
ーブルゲーム等において敗者から勝者にゲーム用ポイントが移動したりすることがある。
さらに、ゲーム用ポイントは、ゲームサービス提供サイトにおいて、ユーザが商品または
役務を購入するために用いることもできる。ここに言う商品または役務とは、例えば、い
わゆるアバター（仮想空間内でユーザ自身を模した二次元または三次元キャラクターモデ
ル）に着せる服装等の仮想的アイテムや、楽曲、映像、ゲームアプリのようなディジタル
コンテンツ等である。ゲーム用ポイントは、現実の貨幣に対して、所定のレートで交換さ
れる。本実施形態では、１万ゲーム用ポイントを７円で購入できるものと定めている。
【００２９】
　図５及び図６に、ポイント記憶部１０１に記憶している情報を例示する。本実施形態に
おいて、ポイント記憶部１０１は、各ユーザ毎に、過去のゲーム用ポイント購入履歴（購
入日時及び購入量、図５に示す）、現在のゲーム用ポイント保有量（図６に示す）を記憶
している。なお、過去の購入履歴に替えて、直近の所定期間（例えば、今月または過去３
０日内）に購入したゲーム用ポイントの量を記憶するようにしてもよい。
【００３０】
　購入要求受信部１０２は、ユーザが使用する情報処理端末２から送信される購入要求を
電気通信回線を介して受信する。購入要求は、当該情報処理端末２のユーザがゲーム用ポ
イントの購入を希望する旨を表す情報であり、少なくとも、当該ユーザを識別する識別子
と、当該ユーザが購入したいゲーム用ポイントの量（何ポイントまたは何円分）とを含ん
でいる。本実施形態では、ゲーム用ポイントの購入代金を決済する収受会社が複数存在し
ていることを想定している。即ち、ユーザは、クレジットカード、電子マネーといった複
数の決済手段の中から任意のものを選択して、あるいは、複数のクレジットカード会社ま
たは電子マネー運営会社の中から任意のものを選択して、ゲーム用ポイントの購入代金の
払い込みを行うことができる。従って、購入要求受信部１０２は、ユーザが選択した、何
れの収受会社を介して代金の収受を行うのかを指定する情報をも受信する。
【００３１】
　購入上限判定部１０３は、購入要求受信部１０２で購入要求を受信したときに、ポイン
ト記憶部１０１に記憶している情報を参照し、購入要求をもたらしたユーザによるゲーム
用ポイントの購入量が直近の所定期間内において所定の閾値を上回るかどうかを判定する
。本実施形態では、一人のユーザが、一ヶ月に購入でききるゲーム用ポイントを約７千万
ポイント（５万円分）までに制限している。購入上限判定部１０３は、購入要求をもたら
したユーザを識別するユーザ識別子に関連づけられている、過去のゲーム用ポイント購入
履歴（または、直近の所定期間に購入したゲーム用ポイントの量）の情報をポイント記憶
部１０１から読み出す。そして、読み出した情報に基づき、今月または直近の３０日内に
購入されたゲーム用ポイントの量が今回購入するものを含めて閾値である３５００００を
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超えてしまうかどうかを判定する。超えてしまうのであれば、購入要求をもたらしたユー
ザによるゲーム用ポイントの購入を拒絶することとなる。
【００３２】
　収受要求送信部１０４は、購入要求受信部１０２で受信した購入要求に基づき、収受要
求を収受会社の決済サーバ４に向けて電気通信回線を介して送信する。収受要求は、ユー
ザからゲーム用ポイントの購入代金の収受を求める旨を表す情報であり、少なくとも、購
入するゲーム用ポイントの量に相当した代金額を含んでいる。既に述べた通り、本実施形
態では、ゲーム用ポイントの購入代金を決済する収受会社が複数存在していることを想定
している。従って、収受要求送信部１０４は、何れの収受会社を介して代金の収受を行う
のかを指定する情報に従い、その指定された収受会社に向けて収受要求を送信する。但し
、購入上限判定部１０３による判定の結果、ユーザによるゲーム用ポイントの購入を拒絶
する場合には、収受要求を発しない。
【００３３】
　収受要求を発して決済が完了するまでの手続の詳細は、収受会社の態様に応じて異なる
。以下、幾つかの実例を挙げる。
【００３４】
　（１）収受会社がクレジットカード会社であり、ゲーム用ポイントの運営管理者が収受
会社であるクレジットカード会社から直接的に代金を受け取る場合；購入要求受信部１０
２で受信する購入要求には、ユーザが情報処理端末２を介して入力した、クレジットカー
ド番号、クレジットカード所有者の姓名、クレジットカードの有効期限、一回払いか分割
（リボルビング）払いかの指定等が含まれている。収受要求送信部１０４は、このクレジ
ットカード番号等と、ゲーム用ポイントの購入代金額とを含んだ収受要求を、クレジット
カード会社の決済サーバ４に向けて送信する。クレジットカード会社の決済サーバ４は、
受信した収受要求に含まれるクレジットカード番号等を参照して与信の可否を判断する。
そして、クレジットカードによる購入を許可するのであれば、その旨を表す決済完了通知
を情報処理サーバ１に向けて返信する。情報処理サーバ１は、決済サーバ４から決済完了
通知を受信することにより、代金の収受が適正に行われたものと判断する。
【００３５】
　（２）収受会社がクレジットカード決済代行業者であり、ゲーム用ポイントの運営管理
者がクレジットカード会社から直接的に代金を受け取らず、決済代行業者から代金を受け
取る場合；この場合、クレジットカード番号、クレジットカード所有者の姓名、クレジッ
トカードの有効期限、一回払いか分割（リボルビング）払いかの指定等は、ユーザの使用
する情報処理端末２と決済代行業者の決済サーバ４との間でやり取りされるので、購入要
求受信部１０２でこれらの情報を受信することはない。収受要求送信部１０４は、少なく
ともゲーム用ポイントの購入代金額を含んだ収受要求を、決済代行業者の決済サーバ４に
向けて送信する。この後、ユーザの使用する情報処理端末２と、決済代行業者の決済サー
バ４との間で別途通信が発生し、クレジットカード番号等の送受信がなされる。決済サー
バ４は、やはり受信したクレジットカード番号等を参照して、与信の可否を判断する。そ
して、クレジットカードによる購入を許可するのであれば、その旨を表す決済完了通知を
情報処理サーバ１に向けて返信する。情報処理サーバ１は、決済サーバ４から決済完了通
知を受信することにより、代金の収受が適正に行われたものと判断する。
【００３６】
　（３）収受会社が電子マネーシステムの運営会社である場合；上記（１）または（２）
に準ずる。このとき、クレジットカード番号等の情報の替わりに、ユーザが所有する電子
マネーに関する情報（コンビニエンスストア等で購入されるプリペイド型の電子マネーで
ある場合には、購入されたカードに印字されているＩＤコード等）がやり取りされる。決
済サーバ４は、電子マネーに関する情報を情報処理サーバ１または情報処理端末２から受
信し、その情報を参照して決済の可否を判断する。そして、電子マネーによる購入を許可
するのであれば、その旨を表す決済完了通知を情報処理サーバ１に向けて返信する。情報
処理サーバ１は、決済サーバ４から決済完了通知を受信することにより、代金の収受が適
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正に行われたものと判断する。
【００３７】
　購入時ポイント更新部１０５は、購入要求受信部１０２で受信した購入要求に基づき、
購入要求をもたらしたユーザを識別するユーザ識別子に関連づけられているゲーム用ポイ
ントの情報をポイント記憶部１０１から読み出し、当該ユーザが現在保有しているゲーム
用ポイントに新たに購入したゲーム用ポイントを加算した結果を、当該ユーザを識別する
ユーザ識別子に関連づけてポイント記憶部１０１に書き込む。加えて、今回購入されたゲ
ーム用ポイントについて、その購入履歴（または、直近の所定期間に購入したゲーム用ポ
イントの量）の情報をもポイント記憶部１０１に書き込む。但し、購入上限判定部１０３
による判定の結果、ユーザによるゲーム用ポイントの購入を拒絶する場合には、ポイント
記憶部１０１への書き込みを行わない。
【００３８】
　購入告知情報送信部１０６は、ゲーム用ポイントを購入する処理を行ったことを情報処
理端末２上で画面表示させるための購入告知情報を、購入要求をもたらしたユーザの情報
処理端末２に向けて電気通信回線を介して返信する。購入告知情報は、例えば「ｘポイン
トを購入しました。あなたの現在保有するエンジョイコインは、ｙポイントとなりました
。」というようなメッセージを表示させるためのテキストデータ及び／または画像データ
であって、ＨＴＭＬ（ＨｙｐｅｒｔＴｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）や電子
メール等の形で情報処理端末２に送信する。
【００３９】
　他方、購入上限判定部１０３による判定の結果、ユーザによるゲーム用ポイントの購入
を拒絶するような場合、購入告知情報送信部１０６は、ゲーム用ポイントを購入する処理
を行わなかったことを情報処理端末２上で画面表示させるための非購入告知情報を、購入
要求をもたらしたユーザの情報処理端末２に向けて電気通信回線を介して返信する。非購
入告知情報は、例えば「エンジョイコインを購入することができません。」というメッセ
ージを表示させるためのテキストデータ及び／または画像データであって、ＨＴＭＬや電
子メール等の形で情報処理端末２に送信する。
【００４０】
　情報処理端末２は、情報処理サーバ１から返信される購入告知情報または非購入告示情
報を受信して、自身のディスプレイに画面表示する。
【００４１】
　フェーズ１にて、情報処理サーバ１が実行する処理の手順例を、図７に示す。情報処理
サーバ１は、ユーザの使用する情報処理端末２から送信される購入要求を待ち受ける。購
入要求を受信したとき（ステップＳ１）、当該購入要求をもたらしたユーザによるゲーム
用ポイントの購入履歴の情報をポイント記憶部１０１から読み出し、今月または直近の３
０日内に購入したゲーム用ポイントの量が所定の閾値を上回るか否かを判定する（ステッ
プＳ２）。
【００４２】
　購入要求をもたらしたユーザによる、今月または直近の３０日内に購入したゲーム用ポ
イントの量が所定の閾値を上回る場合には、購入要求を拒絶するものとし、情報処理端末
２に向けて非購入告知情報を返信して（ステップＳ３）処理を終了する。
【００４３】
　逆に、今月または直近の３０日内に購入したゲーム用ポイントの量が所定の閾値を上回
らない場合には、受信した購入要求に基づく収受要求を、購入要求の中でユーザが選択し
た収受会社の決済サーバ４に向けて送信する（ステップＳ４）。その後、決済サーバ４か
ら送信される決済完了通知を待ち受ける（ステップＳ５）。
【００４４】
　決済サーバ４から決済完了通知を受信できなかった場合、または決済サーバ４から与信
不能または決済不能である旨の通知を受信した場合には、購入要求を拒絶するものとし、
情報処理端末２に向けて非購入告知情報を返信して（ステップＳ３）処理を終了する。
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【００４５】
　決済サーバ４から適正な決済完了通知を受信した場合には、ユーザが既に保有している
ゲーム用ポイントに今回購入するゲーム用ポイントを加算するべく、ポイント記憶部１０
１に記憶している情報を更新する（ステップＳ６）。ステップＳ６では、ポイント購入履
歴の更新も行う。そして、情報処理端末２に向けて購入告知情報を返信して（ステップＳ
７）処理を終了する。
【００４６】
　［フェーズ２］フェーズ２では、ユーザによるゲームの遊技行為に関する処理を行う。
フェーズ２での情報処理サーバ１は、プログラムに従い、上記ハードウェア資源を作動し
て、図８に示すポイント記憶部１０１、ゲーム処理部１０７、ランキング要求受信部１０
８、ランキング情報送信部１０９としての機能を発揮する。
【００４７】
　ゲーム処理部１０７は、ユーザが遊ぶゲームの進行に必要な各種処理、及び、ユーザが
保有するゲーム用ポイントの増減または移動に関する各種処理を実行する。ゲーム処理部
１０７が実行する処理の内容は、ゲームの種類、具体的態様に応じて異なるため、一意に
限定されない。
【００４８】
　ここでは、ゲームの一例として、競馬ゲームを挙げる。競馬ゲームのルールは、現実の
競馬に概ね等しい。即ち、各ユーザは、ゲーム用ポイントを消費して勝馬投票券を購入す
る形で、レースに優勝する馬（単勝式）または入賞する馬（連勝式、複勝式、三連勝単式
、三連勝複式等）に投票を行う。そして、レースが決着した後、投票が当たっていたユー
ザに対し、オッズに応じてゲーム用ポイントを払い戻しする。
【００４９】
　このような競馬ゲームにおいて、ゲーム処理部１０７は、少なくとも下記の処理を行う
；
・ユーザによる勝馬投票券の購入申し込みを、電気通信回線を介して受信する。この購入
申し込みは、勝馬投票券を購入しようとしているユーザを識別するユーザ識別子と、どの
馬またはどの馬の組み合わせについて何枚の勝馬投票券を購入するかを指定する情報とを
含んでいる。因みに、勝馬投票券は一枚１００ゲーム用ポイントで購入することができる
。
・受信した購入申し込みに基づき、勝馬投票券を購入するユーザが保有しているゲーム用
ポイントから、購入する勝馬投票券分のゲーム用ポイントを減算した結果を、当該ユーザ
を識別するユーザ識別子に関連づけてポイント記憶部１０１に書き込む。
・受信した購入申し込みに基づき、どのユーザがどのような勝馬投票券を購入したかに関
する情報を、メインメモリ１ｂまたは補助記憶デバイス１ｃに一時記憶する。
・加えて、一時記憶している情報に基づき、各ユーザによって既に購入された勝馬投票券
の数に応じたオッズを算出する。通常は、購入された全勝馬投票券分のゲーム用ポイント
から所定の控除率分のポイントを控除し、残ったポイントを各馬または各馬の組み合わせ
に投票された数で除算することで、オッズを算定する。控除率は、現実の中央競馬では２
５％（ペイアウト７５％）であるが、本実施形態では例えば１０％（ペイアウト９０％）
とする。なお、控除率は常に一定である必要はなく、ユーザにゲーム用ポイントを還元す
るキャンペーンを行うような場合には引き下げてもよく、さらには控除率をマイナス（こ
れにより、ペイアウトが１００％以上となる）にしてもよい。
・算出したオッズの情報を情報処理端末２に向けて電気通信回線を介して送信し、情報処
理端末２上で画面表示させる。図９に、その画面表示例を示す。
・レース結果、即ちレースにおける優勝馬、入賞馬を決定（抽選処理を含む）する。優勝
馬、入賞馬の決定アルゴリズムは、既知の競馬ゲームソフトウェアにおけるそれを流用し
てよい。また、レース道中の展開（コース上の各中間地点における各馬の位置、通過タイ
ム等）を決定することもある。
・レース結果に係る情報や、レース道中の展開に係る情報を、情報処理端末２に向けて電
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気通信回線を介して送信し、情報処理端末２上で画面表示させる。図１０に、その画面表
示例を示す。
・一時記憶している情報に基づき、勝馬投票券が当たったユーザに対しては、当選した旨
及び払い戻すゲーム用ポイントの量（オッズに投票券枚数を乗じた値）を表す情報を、そ
の情報処理端末２に向けて電気通信回線を介して送信し、情報処理端末２上で画面表示さ
せる。図１１に、その画面表示例を示す。
・一時記憶している情報に基づき、勝馬投票券が当たったユーザが保有しているゲーム用
ポイントに、払い戻すゲーム用ポイントを加算した結果を、当該ユーザを識別するユーザ
識別子に関連づけてポイント記憶部１０１に書き込む。
・一時記憶している情報に基づき、勝馬投票券が外れたユーザに対しては、当選しなかっ
た旨を表す情報を、その情報処理端末２に向けて電気通信回線を介して送信し、情報処理
端末２上で画面表示させる。
【００５０】
　特に、ゲーム処理は、ユーザがゲームを遊ぶ結果発生するゲーム用ポイントの増減また
は移動に応じて、ポイント記憶部１０１に記憶している情報を更新する。
【００５１】
　ランキング要求受信部１０８は、ユーザが使用する情報処理端末２から送信されるラン
キング要求を電気通信回線を介して受信する。ランキング要求は、各ユーザが保有してい
るゲーム用ポイントの多寡に応じたランキング情報を閲覧したい旨を表す情報であり、少
なくとも、当該ユーザを識別するユーザ識別子を含んでいる。ランキング要求は、ユーザ
の手動操作によってもたらされることもあれば、情報処理端末２にインストールされてい
るプログラムに則って情報処理端末２から自動的に（例えば、各レースの終了後等のタイ
ミングに）もたらされることもある。
【００５２】
　ランキング情報送信部１０９は、ランキング要求受信部１０８で受信したランキング要
求に基づき、ポイント記憶部１０１に記憶している複数のユーザの保有するゲーム用ポイ
ントの量を情報処理端末２上で画面表示させるためのランキング情報を、ランキング要求
をもたらしたユーザの情報処理端末２に向けて電気通信回線を介して返信する。図１２に
、情報処理端末２上でのランキング情報の画面表示例を示す。
【００５３】
　［フェーズ３］フェーズ３では、ユーザによるゲーム用ポイントの兌換ポイントへの交
換行為に関する処理を行う。フェーズ３での情報処理サーバ１は、プログラムに従い、上
記ハードウェア資源を作動して、図１３に示すポイント記憶部１０１、予納記憶部１１０
、予納要求送信部１１１、交換要求受信部１１２、交付要求送信部１１３、交換時ポイン
ト更新部１１４、交換告知情報送信部１１５としての機能を発揮する。
【００５４】
　予納記憶部１１０は、メインメモリ１ｂまたは補助記憶デバイス１ｃの所要の記憶領域
を利用して、電子商取引サイト毎に、電子商取引サイトの運営管理者に予納している（ま
たは、予納の申し込みをしている）代金額の情報を、当該電子商取引サイトを識別する識
別子（ドメインネーム等）に関連づけて記憶する。図１４に、予納記憶部１１０に記憶し
ている情報を例示する。
【００５５】
　ゲーム用ポイントを兌換ポイントに交換する場合、その原資が必要となる。何故ならば
、ゲーム用ポイントを兌換ポイントに交換する、即ちユーザに兌換ポイントを交付する電
子商取引サイトの運営管理者は、その交換行為に対する代金を何らかの形で得る必要があ
るからである。電子商取引サイトによっては、他の事業者が管理しているポイント、ここ
ではゲーム用ポイントを自社の兌換ポイントに交換するに際し、その代金の予納を要求す
る。要するに、１万ゲーム用ポイントを７兌換ポイント（１兌換ポイント＝１円とすると
、１万ゲーム用ポイントが７円に相当）に交換したければ、予め、ゲーム用ポイントの運
営管理者から電子商取引サイトの運営管理者に７兌換ポイント分の代金を払い込んでおか
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なくてはならないのである。予納記憶部１１０は、このような、予め電子商取引サイトに
払い込んである代金の額を記憶しているものである。
【００５６】
　予納要求送信部１１１は、予納要求を電子商取引サイトのＥＣサーバ３に向けて電気通
信回線を介して送信する。予納要求は、電子商取引サイトから予め購入しておくべき兌換
ポイントの購入を申し込む旨を表す情報であり、少なくとも、その購入をしたい兌換ポイ
ントの量（または、兌換ポイント購入の代金額）を含む。予納要求送信部１１１は、電子
商取引サイトに兌換ポイントの代金を予納するために働き、下記交付要求送信部１１３に
よる交付要求の送信に先んじて必要な量の兌換ポイントの購入申し込みを行うものである
。予納要求送信部１１１は、定期的に（例えば、毎日特定の時刻に）予納記憶部１１０に
記憶している各電子商取引サイト毎の予納代金額を参照し、予納代金額が所定の閾値（例
えば、１百万円分）以下となっている電子商取引サイトのＥＣサーバ３に向けて、所定の
買い増し量（例えば、１百万円分）の兌換ポイントの購入を申し込む旨の予納要求を送信
する。また、予納要求を送信した後（さらには、ＥＣサーバ３から承諾の旨を表す通知が
返信され、これを受信した後）、予納記憶部１１０に記憶している、当該電子商取引サイ
トに係る予納代金額を、上記の買い増し量分だけ増加させる。
【００５７】
　交換要求受信部１１２は、ユーザが使用する情報処理端末２から送信される交換要求を
電気通信回線を介して受信する。交換要求は、ユーザが保有しているゲーム用ポイントを
、電子商取引サイトにおいて商品または役務の対価として利用できる兌換ポイントに交換
したい旨を表す情報であり、少なくとも、当該ユーザを識別するユーザ識別子と、交換す
るゲーム用ポイントの量と、兌換ポイントの交付先とを含む。兌換ポイントの交付先は、
電子商取引サイト及び兌換ポイントの態様に応じて異なる。通常は、ユーザが対象の電子
商取引サイトに予め会員登録をしており、その電子商取引サイトにおけるユーザの会員番
号または兌換ポイントの口座番号等が、ここに言う兌換ポイントの交付先となる。しかし
、電子商取引サイトによっては、兌換ポイントが紙媒体のクーポン券の如き有体物として
ユーザの手元に送り届けられ、そのクーポン券に印字されているＩＤコード等を電子商取
引サイトにおいて入力することで商品または役務の対価として利用可能となるようなこと
もある。この場合、クーポン券の郵送先となるユーザの住所または居所が、ここに言う兌
換ポイントの交付先となる。
【００５８】
　また、本実施形態では、兌換ポイントを交付する電子商取引サイトが複数存在している
ことを想定している。即ち、ユーザは、複数の電子商取引サイトの中から任意のものを選
択して、兌換ポイントへの交換を行うことができる。従って、交換要求受信部１１２は、
ユーザが選択した、何れの電子商取引サイトの兌換ポイントと交換するのかを指定する情
報をも受信する。
【００５９】
　交付要求送信部１１３は、交換要求受信部１１２で受信した交換要求に基づき、交付要
求を電子商取引サイトのＥＣサーバ３に向けて電気通信回線を介して送信する。交付要求
は、電子商取引サイトにおける前記兌換ポイントの交付を求める旨を表す情報であり、交
換するゲーム用ポイントの量に相当（所定の交換レートに則って演算）した兌換ポイント
の量と、兌換ポイントの交付先とを含む。既に述べた通り、本実施形態では、兌換ポイン
トを交付する電子商取引サイトが複数存在していることを想定している。従って、交付要
求送信部１１３は、何れの電子商取引サイトの兌換ポイントと交換するのかを指定する情
報に従い、その指定された電子商取引サイトのＥＣサーバ３に向けて交付要求を送信する
。
【００６０】
　交付要求を受信したＥＣサーバ３は、交付要求に含まれる交付先への兌換ポイントの交
付を許容する場合、その旨を表す交付完了通知を電気通信回線を介して返信する。情報処
理サーバ１は、ＥＣサーバ３から交付完了通知を受信することにより、兌換ポイントの交
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付が適正に行われたものと判断する。
【００６１】
　交換時ポイント更新部１１４は、交換要求受信部１１２で受信した交換要求に基づき、
交換要求をもたらしたユーザを識別するユーザ識別子に関連づけられているゲーム用ポイ
ントの情報をポイント記憶部１０１から読み出し、当該ユーザが現在保有しているゲーム
用ポイントから兌換ポイントに交換するゲーム用ポイントを減算した結果を、当該ユーザ
を識別するユーザ識別子に関連づけてポイント記憶部１０１に書き込む。
【００６２】
　加えて、予納記憶部１１０に記憶している、当該兌換ポイントを交付した電子商取引サ
イトの識別子に関連づけられている予納代金額の情報を、交換した兌換ポイントの分だけ
減算する。電子商取引サイトによっては、交付される兌換ポイントの価値と、当該兌換ポ
イントと相殺される予納代金額とが等価でない場合がある。例えば、１万円分の予納代金
で、８千円分の兌換ポイントしか交付されないような場合である。このような場合には、
交付される兌換ポイント自体の価値ではなく、交付される兌換ポイントと相殺される代金
額分だけ、予納記憶部１１０に記憶している金額を減算する。
【００６３】
　交換告知情報送信部１１５は、ゲーム用ポイントを兌換ポイントに交換する処理を行っ
たことを情報処理端末２上で画面表示させるための購入告知情報を、交換要求をもたらし
たユーザの情報処理端末２に向けて電気通信回線を介して返信する。交換告知情報は、例
えば「エンジョイコインｘポイントを、ｍサイトにおけるｎポイントに交換しました。あ
なたの現在保有するエンジョイコインは、ｙポイントとなりました。」というようなメッ
セージを表示させるためのテキストデータ及び／または画像データであって、ＨＴＭＬ（
ＨｙｐｅｒｔＴｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）や電子メール等の形で情報処
理端末２に送信する。
【００６４】
　他方、ゲーム用ポイントの兌換ポイントへの交換が不可能な場合、交換告知情報送信部
１１５は、ゲーム用ポイントを兌換ポイントに交換する処理を行わなかったことを情報処
理端末２上で画面表示させるための非交換告知情報を、交換要求をもたらしたユーザの情
報処理端末２に向けて電気通信回線を介して返信する。非交換告知情報は、例えば「エン
ジョイコインを交換することができません。」というメッセージを表示させるためのテキ
ストデータ及び／または画像データであって、ＨＴＭＬや電子メール等の形で情報処理端
末２に送信する。
【００６５】
　情報処理端末２は、情報処理サーバ１から返信される交換告知情報または非交換告知情
報を受信して、自身のディスプレイに画面表示する。
【００６６】
　フェーズ３にて、情報処理サーバ１が実行する処理の手順例を、図１５に示す。情報処
理サーバ１は、ユーザの使用する情報処理端末２から送信される交換要求を待ち受ける。
交換要求を受信したとき（ステップＳ８）、受信した交換要求に基づく交付要求を、交換
要求の中でユーザが選択した電子商取引サイトのＥＣサーバ３に向けて送信する（ステッ
プＳ９）。その後、ＥＣサーバ３から送信される交付完了通知を待ち受ける（ステップＳ
１０）。
【００６７】
　ＥＣサーバ３から交付完了通知を受信できなかった場合、またはＥＣサーバ３から交付
不能である旨の通知を受信した場合には、交換要求を拒絶するものとし、情報処理端末２
に向けて非交換告知情報を返信して（ステップＳ１１）処理を終了する。
【００６８】
　ＥＣサーバ３から適正な交付完了通知を受信した場合には、ユーザが保有しているゲー
ム用ポイントから今回交換したゲーム用ポイントを減算するべく、ポイント記憶部１０１
に記憶している情報を更新する（ステップＳ１２）。また、これと相前後して、予納記憶
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部１１０に記憶している予納代金額の情報の更新も行う。そして、情報処理端末２に向け
て購入告知情報を返信して（ステップＳ１３）処理を終了する。
【００６９】
　本実施形態によれば、ゲームを遊ぶ複数のユーザが各々使用する複数の情報処理端末２
と電気通信回線を介して通信可能であり、また、ユーザに対して商品または役務を販売ま
たは貸与する電子商取引サイトのサーバ３と電気通信回線を介して通信可能であるシステ
ムであって、各ユーザが保有しているゲーム用ポイントを当該ユーザを識別するユーザ識
別子に関連づけて記憶するポイント記憶部１０１と、前記情報処理端末２から送信される
、当該情報処理端末２のユーザが保有しているゲーム用ポイントを前記電子商取引サイト
において商品または役務の対価として利用できる兌換ポイントに交換したい旨を表す情報
であって、交換するゲーム用ポイントの量及び兌換ポイントの交付先を含む交換要求を受
信する交換要求受信部１１２と、前記交換要求に基づき、前記電子商取引サイトにおける
前記兌換ポイントの交付を求める旨を表す情報であって、交換するゲーム用ポイントの量
に相当した兌換ポイントの量及び兌換ポイントの交付先を含む交付要求を前記電子商取引
サイトのサーバ３に向けて送信する交付要求送信部１１３と、前記交換要求に基づき、前
記ユーザが保有しているゲーム用ポイントから交換するゲーム用ポイントを減算した結果
を当該ユーザを識別するユーザ識別子に関連づけて前記ポイント記憶部１０１に書き込む
交換時ポイント更新部１１４と、前記ゲーム用ポイントを前記兌換ポイントに交換する処
理を行ったことを前記情報処理端末２上で画面表示させるための交換告知情報を当該情報
処理端末２に向けて返信する交換告知情報送信部１１５とを具備してなるゲーム用ポイン
ト管理システムを構成したため、各ユーザが獲得したゲーム用ポイントと、現実世界で価
値のある景品即ち電子商取引サイトにおいて利用できる兌換ポイントとの交換を実現する
ことが可能となる。また、“お得意様”のユーザにゲーム用ポイントを還元することを通
じて、より多くのユーザにゲームを繰り返し長く遊んでもらうよう図ることも可能となる
。
【００７０】
　前記ゲーム用ポイントと交換する原資として、ゲーム用ポイントの運営管理者が前記電
子商取引サイトから予め購入しておく兌換ポイントの量を含む予納要求を前記電子商取引
サイトのサーバ３に向けて送信する予納要求送信部１１１をさらに具備するシステムとし
たため、ゲーム用ポイントから兌換ポイントへの交換を円滑に実施することができる。
【００７１】
　複数の電子商取引サイトのサーバ３と電気通信回線を介して通信可能であって、前記交
換要求受信部１１２は、前記情報処理端末２のユーザが選択した、何れの電子商取引サイ
トの兌換ポイントと交換するのかを指定する情報をも受信し、前記交付要求送信部１１３
は、前記情報処理端末２のユーザが選択した電子商取引サイトのサーバ３に向けて前記交
付要求を送信するシステムとしたため、ユーザの保有するゲーム用ポイントを、ユーザの
所望する電子商取引サイトの兌換ポイントと交換することが可能になり、一層ユーザベネ
フィットが増す。
【００７２】
　前記情報処理端末２から送信される、各ユーザが保有しているゲーム用ポイントの多寡
に応じたランキング情報を閲覧したい旨を表すランキング要求を受信するランキング要求
受信部１０８と、前記ランキング要求に基づき、前記ポイント記憶部１０１に記憶してい
る複数のユーザの保有するゲーム用ポイントの量を前記情報処理端末２上で画面表示させ
るためのランキング情報を当該情報処理端末２に向けて返信するランキング情報送信部１
０９とをさらに具備するシステムとしたため、各ユーザ間のゲーム用ポイント獲得競争を
盛り上げることができる。また、より多くのゲーム用ポイントを保有しているユーザがラ
ンキングの上位に表示されるものとすれば、ユーザがゲーム用ポイントを兌換ポイントに
交換せず保有し続けておくインセンティブを高めることにもつながる。
【００７３】
　ユーザがゲーム用ポイントを購入する際の代金を収受する収受会社のサーバ４と電気通
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信回線を介して通信可能であって、前記情報処理端末２から送信される、当該情報処理端
末２のユーザがゲーム用ポイントを購入したい旨を表す情報であって、購入するゲーム用
ポイントの量を含む購入要求を受信する購入要求受信部１０２と、前記購入要求に基づき
、ユーザからの代金の収受を求める旨を表す情報であって、購入するゲーム用ポイントの
量に相当した代金額を含む収受要求を前記収受会社のサーバ４に向けて送信する収受要求
送信部１０４と、前記購入要求に基づき、前記ユーザが保有しているゲーム用ポイントに
新たに購入したゲーム用ポイントを加算した結果を当該ユーザを識別するユーザ識別子に
関連づけて前記ポイント記憶部１０１に書き込む購入時ポイント更新部１０５と、前記ゲ
ーム用ポイントを購入する処理を行ったことを前記情報処理端末２上で画面表示させるた
めの購入告知情報を当該情報処理端末２に向けて返信する購入告知情報送信部１０６とを
さらに具備するシステムとしたため、ユーザによるゲーム用ポイントの購入申し込みを円
滑に受け付けることができる。
【００７４】
　複数の収受会社サイトのサーバと電気通信回線を介して通信可能であって、前記購入要
求受信部１０２は、前記情報処理端末２のユーザが選択した、何れの収受会社を介して代
金の収受を行うのかを指定する情報をも受信し、前記収受要求送信部１０４は、前記情報
処理端末２のユーザが選択した収受会社のサーバ４に向けて前記収受要求を送信するシス
テムとしたため、ユーザの所望する収受会社を介してゲーム用ポイントの購入代金の払い
込みを行うことが可能となり、ユーザの利便性が高まる。
【００７５】
　前記購入時ポイント更新部１０５は、ユーザがゲーム用ポイントを購入した履歴または
直近の所定期間内にゲーム用ポイントを購入した量の情報をも当該ユーザを識別するユー
ザ識別子に関連づけて前記ポイント記憶部１０１に書き込むものであり、前記購入要求を
受信したときに、前記ポイント記憶部１０１に記憶している情報を参照して、購入要求を
もたらしたユーザによるゲーム用ポイントの購入量が直近の所定期間内において所定の閾
値を上回るかどうかを判定する購入上限判定部１０３をさらに具備し、前記購入上限判定
部１０３にて前記購入量が直近の所定期間内において前記閾値を上回ると判定した場合に
は、前記収受要求送信部１０４が前記収受要求を送信せず、前記購入時ポイント更新部１
０５がゲーム用ポイントを加算せず、並びに、前記購入告知送信部が前記ゲーム用ポイン
トを購入する処理を行わなかったことを前記情報処理端末２上で画面表示させるための非
購入告知情報を当該情報処理端末２に向けて返信するシステムとしたため、ユーザがゲー
ム用ポイントを過剰に購入し過剰に消費してしまうことを予防できる。
【００７６】
　なお、本発明は以上に詳述した実施形態に限られるものではない。例えば、電子商取引
サイトが管理する兌換ポイントを、本ゲーム用ポイント管理システムが管理するゲーム用
ポイントに交換する機能を付与しても構わない。その場合、ＥＣサーバ３から情報処理サ
ーバ１に、ゲーム用ポイントの交付を求める旨の要求が電気通信回線を介して送信される
。この要求には、ゲーム用ポイントの交付先となるユーザ識別子と、交付を求めるゲーム
用ポイントの量とが含まれる。情報処理サーバ１は、要求を受信したとき、ユーザ識別子
で識別されるユーザに、求められた量のゲーム用ポイントを交付する。即ち、当該ユーザ
が保有しているゲーム用ポイントに新たに交付したゲーム用ポイントを加算した結果を、
当該ユーザを識別するユーザ識別子に関連づけて前記ポイント記憶部１０１に書き込む。
【００７７】
　また、図３、図８及び図１３に示す各部の機能が複数のコンピュータに分散され、それ
らが協働することで本発明に係るゲーム用ポイント管理システムとして成立していること
を妨げない。
【００７８】
　その他、各部の具体的構成や処理の手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変
形が可能である。
【産業上の利用可能性】
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【００７９】
　本発明に係るゲーム用ポイント管理システムは、ネットワーク経由でゲームを提供する
サービスに適用することができる。
【符号の説明】
【００８０】
　１…情報処理サーバ（ゲーム用ポイント管理システム）
　１０１…ポイント記憶部
　１０２…購入要求受信部
　１０３…購入上限判定部
　１０４…収受要求送信部
　１０５…購入時ポイント更新部
　１０６…購入告知送信部
　１０８…ランキング要求受信部
　１０９…ランキング情報送信部
　１１２…交換要求受信部
　１１３…交付要求送信部
　１１４…交換時ポイント更新部
　１１５…交換告知送信部
　２…情報処理端末
　３…電子商取引サイトのサーバ
　４…収受会社のサーバ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】
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